
日本学生支援機構奨学金
特に優れた業績による

返還免除 候補者募集

対象者：大学院第一種奨学金または授業料後払い制度採用者で、当該奨学金の貸与期間が、

2025年度に終了する者

※上記の対象者で、次年度以降も在籍する予定の場合も、申請出来るのは今年度限りです。

当該課程の修了年度ではありませんので、ご注意下さい。

※離籍者も条件を満たしていれば対象です。

選考条件：当該奨学金の貸与期間中に特に優れた業績を挙げた者

免 除 額：奨学金の全額または半額

採用者数：上記対象者の約30%
申請締切：1月15日（木）～1月30日（金）※郵送の場合必着

受付時間：9:15～16:50、申請最終日は9:15～11：00

※土・日・祝日を除く

受付場所：SFC奨学金担当窓口（Α館1階）

郵送の場合は下記住所へ期間中必着

〒252-0882 藤沢市遠藤5322 慶應義塾大学奨学金事務室「返還免除」係

提出書類：

https://drive.google.com/drive/folders/1jwmGappZC51IX0pO5an-67HBs2h__xX4

よりご参照ください。

1.「業績優秀者返還免除申請書」(様式1-A)・・・原本１部とコピー1部

2. 在学生証明書申込用紙(300円証紙貼付)・・・原本１部

※成績証明書を業績一覧表の項目「6. 授業科目の成績」の根拠資料とする在学生のみ提出してください。

※離籍者が成績証明書を業績一覧表の項目「6. 授業科目の成績」の根拠資料とする場合は、在学生証明書

申込用紙ではなく、成績証明書を各自取得し、提出してください。

3. 特に優れた業績を証明する資料(各資料に指定の表紙必須)・・・各2部(コピー可)＋PDF1部

※詳細は上記リンク内「記入例・注意事項_◎業績免除申請手続きについて2025 」を参照。

4. 申請者宛返信用封筒(長3型、住所・氏名記入、110円分の切手貼付)・・・１部

業績の種類および評価項目：別紙参照

大学院第一種奨学金または授業料後払い制度採用者で、当該奨学金の貸与期間が、

2025年度に終了する者については、日本学生支援機構法第16条に基づき、「特に

優れた業績による返還免除」制度が適用されます。

2025年度候補者を以下のとおり募集します。申請希望者は詳細を確認して下さい。

※SFCキャンパス在籍・離籍者対象の案内です

昨年度実績＜塾内全体＞
修 士：対象者231名（147名）

採用者  74名
博 士：対象者  23名（  12名）

採用者  12名
法務研：対象者  41名（  13名）

採用者    8名
※( )内は申請者数
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